
平素は静鉄グループをご愛顧頂き、誠にありがとうございます。
新静岡センター商品券（500円券、1,000円券）は、2011年9月30日(金)をもちましてご利用を終了いた
しましたことから、資金決済に関する法律第20条第1項に基づき下記のとおり払戻をいたします。
つきましては、未使用商品券をお持ちのお客様は、下記払戻申出期間内にお申出頂きますようお願い
申し上げます。
なお、下記払戻申出期間内にお申出頂けなかった場合はこの払戻手続きより除斥されます。
永らくのご愛顧、誠にありがとうございました。

記

●払戻実施者

●払戻申出期間

●申出受付場所

●申出・払戻方法

対象商品券（500円券・1,000円券）

静岡鉄道株式会社

2011年10月5日(水)～2012年3月31日(土)
（AM10：00～PM8：00）

新静岡セノバ５F  ルルカカウンター
※静岡鉄道新静岡駅直結

未使用の新静岡センター商品券を、上記申出期間内に新静岡セノバ5Fルル
カカウンターにご持参ください。ルルカカウンターにて受付商品券の券種
金額で払戻をいたします。
※受付枚数が多い場合等確認のためお時間を頂く場合がございます。
※ご持参できない場合は、下記お問い合わせ先にお電話ください。

しずてつカード事務局 ルルカカウンター
 静岡市葵区鷹匠1-1-1 新静岡セノバ5F   TEL.054-254-4119（10：00～18：00）お問い合わせ先

新静岡センター商品券の
払戻のご案内


